
 

お客さま 各位 

岡崎信用金庫 

 
おかしんアンサーサービス利用手数料変更のご案内 

 
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

お客さまにてご利用いただいております「おかしんアンサーサービス（※１）」については、サービス開始より

長年にわたりまして利用手数料無料にてサービスを提供させていただいておりました。しかしながら、今後も

安定的にサービスを提供させていただくことを目的に、不本意ではありますがこのたび利用手数料の改定をさ

せていただくこととなりました。 

平成２９年７月より下記のとおり利用手数料を設定させていただくとともに、あわせて利用規定の変更をさせ

ていただきますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

お客さまにおきましては、下記にご留意いただきますと共に、ご不明点等がございましたら下記お問い合わせ

先、またはお取引店までご連絡ください。 

 

今後ともお客様にご満足いただけるサービス提供に努めて参りますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い

申し上げます。 

 

※１ おかしんアンサーサービスとは、契約口座の取引内容（振込入金、取立入金、自動引落）について、ＦＡＸ等による自動

通知を行うサービスです。 

 

 

1. 変更内容 

平成２９年６月以前 

⇒ 

平成２９年７月以降 

無料 １，０８０円／月 
（１契約あたり） 

 

2. 初回手数料 

引落日 

平成２９年７月１０日（月）より 
以後、毎月１０日に当該月の手数料を引き落とします（ただし、土日・祝日は翌営業日） 

3. お手続きに 

ついて 

【ご利用を継続されるお客さま】 

⇒お取引店または下記問い合わせ先へご連絡ください。 
 

【継続利用を希望されないお客さま】 

⇒ご連絡は必要ありません。（７月以降順次停止させていただきます。） 

4. お申出の期日 平成２９年６月２３日（金） 

【本件に関するお問い合わせ先】 
 おかしん EB サービス 

０５６４－２５－７３９０ 
【受付時間】午前９時００分～午後５時００分（当金庫休業日を除きます） 



おかしんアンサーサービス（通知・照会・ 
アンサーＷＥＢ・マルチバンクメール）規定 

 
第１条（おかしんアンサーサービスとは） 

(1)おかしんアンサーサービス（通知・照会・アンサーＷＥＢ・マ

ルチバンクメール）（以下「本サービス」といいます。）は契約

者ご本人（以下「依頼人」といいます。）からの電話、携帯電話、

ファクシミリ、パソコン等（以下「端末機」といいます。）によ

る依頼にもとづき、ご契約口座について、残高等の取引情報の

照会もしくは振込入金等の通知を提供するサービスをいいます。 
(2)当金庫で受信した預金口座の口座番号・暗証番号があらかじめ

依頼人より届出の口座番号･暗証番号と一致した場合は、送信者

を依頼人とみなし通知応答します。なお、通知、照会サービス

の利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。 
(3)通知、照会に対して当金庫が応答した内容につき、振込依頼人

からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、

当金庫はすでに送信した内容について、変更または取消をする

場合があります。 
(4)ファクシミリ、パソコンによる依頼は、依頼人が占有管理する

端末機を使用して送信してください。 
 

第２条（マルチバンクメールサービスとは） 
(1)マルチバンクメールサービスは、契約口座の入出金情報をデー

タ伝送により提供するものをいいます。 
(2)申込時に選択した送信パターンにより入出金情報を送信するも

のとします。 
(3)データの送信については、翌営業日の午前中におこないます。 
(4)振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があっ

た場合には、当金庫はすでに送信した内容について、変更また

は取消をする場合があります。 
(5)当金庫から入出金情報を送信した際に、依頼人の環境不備その

他の事由により送信不能となった場合は、次回に再度送信を行

います。一定期間送信不能となった場合は、送信を取り止める

場合があります。 
 

第３条（手数料） 
(1)本サービスの利用期間中は、当金庫所定の手数料および消費税

（以下「利用手数料」といいます。）をいただきます。この利用

手数料は、当金庫所定の引落日に、申込書または依頼書により

届出の口座から第３条(２)項の規定により受入れます。 
(2)利用手数料の引落しは、「普通預金規定（総合口座取引規定を含

みます。）」または「当座勘定規定」にかかわらず通帳･カードお

よび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所

定の方法により取扱います。 
(3)当金庫は、利用手数料を依頼人に事前に通知することなく変更

する場合があります。また、本サービスにかかる諸手数料を新

設する場合においても、前(2)項と同様の方法により取扱います。 
 

第４条（免責事項） 
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等

の障害ならびに通信混雑により、取扱いが遅延したり不能とな

った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判

断される場合には、お取引内容をお取引店にご確認ください。 
(2)当金庫から入出金情報を送信した後の、入出金情報の管理およ

び使用は、依頼人の責任とし、使用上の過誤または第三者によ

る不正使用等については、当金庫は一切その責を負わないもの

とします。 
(3)この取扱いによる入出金情報の送信において、申込書に使用さ

れた印影と届出の印鑑との一致を確認して取扱いをした場合、

盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じ

た損害について当金庫は責任を負いません。 
(4)携帯電話回線、専用回線等の通信経路において盗聴等がなされ

たことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、

そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 
(5)本サービスの提供にあたり、当金庫が当金庫所定の確認手段を

行ったうえで送信者を依頼人とみなし取扱いを行った場合は、

当金庫は端末機、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不

正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害につい

ては当金庫は責任を負いません。 
 

第５条（届出の変更等） 
届出事項に変更がある場合には、依頼人は、当金庫所定の書面に

よりお取引店あてに直ちに届出るものとします。 
 

第６条（解約等） 
(1)この取扱いは当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約

することができます。ただし当金庫に対する解約の通知は書面

によるものとします。 
(2)当金庫が書面により解約の通知を届出の住所にあてて発信した

場合に、その通知が受領拒否等の事由により依頼人に到達しな

かったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 
(3)依頼人に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫

はいつでも、依頼人に事前に通知することなく該当契約の効力

の全部または一部を中止することができるものとします。 
①一定期間以上にわたり入出金情報の送信がエラーとなった

場合。 
②依頼人が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサ

ービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。 
③当金庫に支払うべき該当サービスの手数料を支払わなかっ

たとき。 
 
第７条（届出印） 

(1)該当サービスにかかる届出事項の変更、解約等は、あらかじめ

お届けの印鑑を使用してください。 
(2)当金庫は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相

当の注意を持って照合し相違ないものと認めて取扱いましたう

えは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 
 

第８条（規定等の準用） 
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取

引規定、当座勘定規定、その他各種規定により取り扱います。 
 

第９条（サービス内容・規定の変更等） 
当金庫は、サービス内容や本規定の内容を、依頼人に事前に通知

することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより変

更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容に

従い取り扱うこととします。 
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によ

って損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 
 

第１０条（契約期間） 
本サービスの契約期間は契約日から起算して１年間とし、依頼人

または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日

から１年間継続されるものとし、継続後も同様とします。 
以上 

(H29.2.1 改訂) 


